
外ヶ浜町奨学金貸付の概要について

（目的）

第１条 この条例は、教育基本法(昭和２２年法律第２５号)第４条第３項の規定に基づき、能力

があるにもかかわらず、経済的理由により修学が困難な者に奨学金を貸付し、有為な人材の

育成を図ることを目的とする。

（貸付対象者）

第２条 奨学金の貸付けを受けることができる者は、外ヶ浜町に住所を有する者の子弟であっ

て、高等学校、高等専門学校、大学（通信教育、大学院、放送大学、自治医科大学、防衛大

学校及び海上保安大学校等を除く。）、短大、各種専門学校、農林漁業技能養成機関に在

学するものとする。

（貸付金額）

第３条 奨学金の貸付金額は、次の各号に掲げる区分により、当該各号に掲げる額とする。

（１）　高等学校在学生

　　ａ　　　公立高等学校　　　　　月額　　　　　１５，０００円

　　ｂ　　　私立高等学校　　　　　月額　　　　　１８，０００円

（２）　大学等在学生　(高等専門学校を含む。)　月額　　　　　３５，０００円

２　　奨学金は、無利子とする。

（貸付けの申請）

第４条 奨学金の貸付けを受けようとする者は、貸付申請書を外ヶ浜町教育委員会（以下「教

育委員会」という。）を経て外ヶ浜町長(以下「町長」という。)に提出しなければならない。

（貸付けの決定及び方法）

第５条 奨学金の貸付けは、教育委員会の具申に基づき、町長が決定する。

２　　前項の奨学金の貸付けは、決定した日の属する月から、この条例に基づき貸付けを受け

た者(以下「奨学生」という。)の在学する学校の正規の修学期間が終了するまで行うもの

とする。

（連帯保証人）

第６条 奨学生は、当該貸付けの債務につき、２人の連帯保証人を立てなければならない。

（貸付けの停止又は廃止）

第７条 奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の貸付けを停止し、又は廃

止する。

（１）　死亡したとき。

（２）　卒業、退学、休学したとき。

（３）　保護者が他市町村に住所を移したとき。

（４）　貸付けを必要としない事由が生じたとき。

（５）　前各号に掲げるもののほか、奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなった

　　　とき。
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（奨学金の返還）

第８条 奨学生は、卒業の月の１年後から貸付月数に２を乗じて得た期間を限度として、その

全額を月賦、半年賦又は年賦で返還するものとする。

２　　奨学生が、次の事項に該当したときは、その月の１年後から前項の規定に準じて奨学金を

返還しなければならない。

（１）　死亡したとき。

（２）　退学、休学したとき。

（３）　保護者が他市町村に住所を移したとき。

（４）　貸付けを必要としない事由が生じたとき。

（５）　前各号に掲げるもののほか、奨学金の貸付けの目的を達成する見込みがなくなったと

　　　き。

（延滞金）

第９条 奨学金の返還義務者が、返還期限までに履行しない場合において、正当な理由がな

いときは、延滞金を徴収する。

２　　前項の規定による延滞金については、外ヶ浜町町税条例（平成１７年外ヶ浜町条例第６０

号）第１９条（納期限後に納付し、又は納入する税金又は納入金に係る延滞金）の規定を準

用する。

（返還の猶予又は免除）

第１０条 負傷、疾病その他特別の理由のため、奨学金の返還が困難な者には、町長が認める

期間、その返還を猶予し、又は免除することができる。

（委任）

第１１条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会規則で定める。

申請時の必要書類及び注意事項

奨学金貸付申請書　(様式第１号)

住　民　票 （申請者本人）

奨学金貸付申請書は、連帯保証人が２人連署しなければならない。

　（連帯保証人は印鑑証明書が必要です。県内に在住し、成人に達し

　　独立の生計を営む者であること）

世帯の課税証明 （町税務課）

入学通知書・在学証明書・合格通知書（写）のいずれかを添付すること。

　〈入学見込み中の方は、入学先の学校が決まり次第合格通知書(写)を提出いただきます。〉

奨学生及び連帯保証人を対象に面接を行います。（3月予定）

　（面接の詳細については、申請書提出者へ後日文書等でお知らせいたします）


